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第Ⅱ章 景観形成に関する方針 

 

 本町においては、各地域に見られる多種多様な景観要素の保全、創出を図るため、景観法に基づく景観

計画区域を本町全域（面積約 2,690ha）とし、さらに本町の海の景観を構成する重要な要素である珊瑚礁

海域の礁縁（リーフエッジ 面積約 164ha）まで含むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ章 景観形成に関する方針 

 

 本町においては、各地域に見られる多種多様な景観要素の保全、創出を図るため、景観法に基づく景観

計画区域を本町全域（面積約 2,696ha）とし、さらに本町の海の景観を構成する重要な要素である珊瑚礁

海域の礁縁（リーフエッジ 面積約 164ha）まで含むものとします。 

 

  

１．景観計画区域の設定 

景観区域面積：約 2,854ha 

１．景観計画区域の設定 

景観区域面積：約 2,860ha 

資料：３ 
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（１）景観形成の将来像 

本町は、中央に位置する八重瀬岳（標高 163m）を最高地とする丘陵台地を中心に、南側はゆるやか

な斜面を形成しています。 

本町の景観は、八重瀬岳やグスクが存在する小高い丘の緑の森（ムイ）等の緑豊かな山並みや、ダ

イナミックな地形を作る自然海岸や白い砂浜、珊瑚礁が残る海岸・海浜域、本町を流れる河川の潤い

ある景観等、独特な地形が創りだした豊かな自然景観を基本としています。 

これら自然景観と調和するように、碁盤目状に整備された農地景観や、北側に森（ムイ）を配し、

フクギ屋敷林や粟石の石垣、赤瓦住宅が残るなど、伝統的な景観要素を有する集落景観、その集落に

は、本町の特徴であり、地域を見守り続ける石彫りの大獅子（シーサー）や、拝所、地域の伝統芸能

等、現在でも残り受け継がれている歴史・文化的景観があります。一方で、本町北側においては、土

地区画整理事業が行なわれた区域や、国道 507 号の拡幅整備及び沿道商業施設の増加等、都市的な開

発が進み、市街地としての景観を形成しつつあります。 

また、地域に残る伝統芸能や祭りのにぎわい、本町の特産物の味や香り、拝所等の神聖な祈りの空

間など、五感を持って感じ取れる景観要素があります。 

このように、多様な景観要素を有する本町は、今後、これらの景観を守り、育み、再生・創造し、

次世代へより良い形で引き継ぐために、景観形成に関する将来像を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１）景観形成の将来像 

本町は、中央に位置する八重瀬岳（標高 163m）を最高地とする丘陵台地を中心に、南側はゆるやか

な斜面を形成しています。 

本町の景観は、八重瀬岳やグスクが存在する小高い丘の緑の森（ムイ）等の緑豊かな山並みや、ダ

イナミックな地形を作る自然海岸や白い砂浜、珊瑚礁が残る海岸・海浜域、本町を流れる河川の潤い

ある景観等、独特な地形が創りだした豊かな自然景観を基本としています。 

これら自然景観と調和するように、碁盤目状に整備された農地景観や、北側に森（ムイ）を配し、

フクギ屋敷林や粟石の石垣、赤瓦住宅が残るなど、伝統的な景観要素を有する集落景観、その集落に

は、本町の特徴であり、地域を見守り続ける石彫りの大獅子（シーサー）や、拝所、地域の伝統芸能

等、現在でも残り受け継がれている歴史・文化的景観があります。一方で、本町北側においては、土

地区画整理事業が行なわれた区域や、国道 507 号の拡幅整備及び沿道商業施設の増加等、都市的な開

発が進み、市街地としての景観を形成しつつあります。 

また、地域に残る伝統芸能や祭りのにぎわい、本町の特産物の味や香り、拝所等の神聖な祈りの空

間など、五感を持って感じ取れる景観要素があります。 

このように、多様な景観要素を有する本町は、今後、これらの景観を守り、育み、再生・創造し、

次世代へより良い形で引き継ぐために、景観形成に関する将来像を以下のように定めます。 

 

  

『豊かな自然と、誇りある伝統文化が息づく 清
ちゅ

らまち八重

瀬』 

２．景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

『豊かな自然と、誇りある伝統文化が息づく 清
ちゅ

らまち八重

瀬』 

２．景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 
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（２）景観形成に関する基本方針 

将来像の実現に向け、本町における良好な景観形成に関する基本方針を以下に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）景観形成に関する基本方針 

将来像の実現に向け、本町における良好な景観形成に関する基本方針を以下に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自然景観地域（山並み・緑、地下、海岸・海浜、河川） 

「豊かな自然緑地や地下、ダイナミックな海岸線などを守り育む景観形成」 

●山並み・緑、地下の景観 

・八重瀬岳やグスク等の緑豊かな山並み（稜線）の保全 

・丘陵部の高台から眺める良好な眺望景観の保全・活用 

・八重瀬岳や多々名グスクなど、地域のシンボルの保全・活用及びその周辺地域の良

好な住環境づくり 

・洞窟や鍾乳洞、壕等の地下の景観の保全・活用 

●海岸・海浜、河川の景観 

・ダイナミックな自然海岸、美しい砂浜の景観の保全 

・海の景観形成において重要なサンゴ礁・干瀬（イノー）及び水質の保全 

・関係機関と連携した水質浄化等による良好な河川環境の保全・創出 

・多自然型川づくりによる、住民の憩いの場となる親水空間の創出 

・散歩コースとして楽しく歩ける、良好な河川景観の創出 

・災害防止や安全性の向上を図るための整備促進 

・これら自然資源を活用したにぎわいの創出 

【八重瀬岳の山並み】 

【玻名城の郷ビーチ】 【雄樋川】 

①自然景観地域（山並み・緑、地下、海岸・海浜、河川） 

「豊かな自然緑地や地下、ダイナミックな海岸線などを守り育む景観形成」 

●山並み・緑、地下の景観 

・八重瀬岳やグスク等の緑豊かな山並み（稜線）の保全 

・丘陵部の高台から眺める良好な眺望景観の保全・活用 

・八重瀬岳や多々名グスクなど、地域のシンボルの保全・活用及びその周辺地域の良

好な住環境づくり 

・洞窟や鍾乳洞、壕等の地下の景観の保全・活用 

●海岸・海浜、河川の景観 

・ダイナミックな自然海岸、美しい砂浜の景観の保全 

・海の景観形成において重要なサンゴ礁・干瀬（イノー）及び水質の保全 

・関係機関と連携した水質浄化等による良好な河川環境の保全・創出 

・多自然型川づくりによる、住民の憩いの場となる親水空間の創出 

・散歩コースとして楽しく歩ける、良好な河川景観の創出 

・災害防止や安全性の向上を図るための整備促進 

・これら自然資源を活用したにぎわいの創出 

【八重瀬岳の山並み】 

【玻名城の郷ビーチ】 【雄樋川】 
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②集落・農地景観地域 
「誇りある伝統文化が息づく集落と、 

多様な農作物が創りだす農地が調和した景観形成」 

●集落景観 

・各集落が持つ景観特性を活かした集落景観づくり 

・住民の営みと伝統文化が創りだした歴史ある集落景観の保全 

・集落と農地が織りなす八重瀬町らしい農村集落の景観の保全・創出 

・集落に残る歴史・文化的資源の保全・活用 

【世名城の集落】 【志多伯神谷の門構え】 

●農地景観 

・碁盤目状に整備された良好な農地景観の保全 

・緑豊かな山や森（ムイ）と調和したのどかな田園景観の保全・創出 

・農業と観光産業が連動した景観資源の活用 

・サトウキビ畑が創りだす農地景観の創出 

（風に揺られるサトウキビの音、キビ刈りの様子など） 

【サトウキビ畑をはじめ、多種多様な農地景観が見られる】 

②集落・農地景観地域 
「誇りある伝統文化が息づく集落と、 

多様な農作物が創りだす農地が調和した景観形成」 

●集落景観 

・各集落が持つ景観特性を活かした集落景観づくり 

・住民の営みと伝統文化が創りだした歴史ある集落景観の保全 

・集落と農地が織りなす八重瀬町らしい農村集落の景観の保全・創出 

・集落に残る歴史・文化的資源の保全・活用 

【世名城の集落】 【志多伯神谷の門構え】 

●農地景観 

・碁盤目状に整備された良好な農地景観の保全 

・緑豊かな山や森（ムイ）と調和したのどかな田園景観の保全・創出 

・農業と観光産業が連動した景観資源の活用 

・サトウキビ畑が創りだす農地景観の創出 

（風に揺られるサトウキビの音、キビ刈りの様子など） 

【サトウキビ畑をはじめ、多種多様な農地景観が見られる】 



（旧）                                                     （新） 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③市街地景観地域 

「交流・にぎわいを生み出す市街地としての景観形成」 

④主要幹線道路景観軸（国道 507号、国道 331号、県道 77 号線沿道） 

「都市的発展を支える、本町の骨格となる道路の景観形成」 

・人口増加や企業誘致等を想定した、町の発展とバランスのとれた景観形成 

・緑の創出や、農地景観との調和に配慮した市街地景観の形成 

・都市的なデザインと伝統的なデザインを取り入れた公共施設が創りだす市街地

景観の形成 

・無電柱化の促進等による、整然とした市街地空間の創出 

・本町北の玄関口にふさわしい景観形成 

【都市化が進む土地区画整理区域】 【屋宜原地区土地区画整理区域内の戸建て住宅】 

・沿道建築物の高さや色彩、屋外広告物の適正な規制・誘導等による良好な沿道景

観の創出 

・本町に適した街路樹や、カラー舗装等による道路景観の創出 

・無電柱化の促進等による、整然とした道路空間の創出 

・フクギ並木等の景観資源を活かした魅力的な道路空間の創出 

・デザイン等に配慮したガードレールや赤瓦を使用したバス停などのストリート

ファニチャーによる良好な沿道景観の創出 

 

 

【国道 507 号】 【国道 330 号のフクギ並木】 

③市街地景観地域 

「交流・にぎわいを生み出す市街地としての景観形成」 

④主要幹線道路景観軸（国道 507号、国道 331号、県道 77 号線沿道） 

「都市的発展を支える、本町の骨格となる道路の景観形成」 

・人口増加や企業誘致等を想定した、町の発展とバランスのとれた景観形成 

・緑の創出や、農地景観との調和に配慮した市街地景観の形成 

・都市的なデザインと伝統的なデザインを取り入れた公共施設が創りだす市街地

景観の形成 

・無電柱化の促進等による、整然とした市街地空間の創出 

・本町北の玄関口にふさわしい景観形成 

【都市化が進む土地区画整理区域】 【屋宜原地区土地区画整理区域内の戸建て住宅】 

・沿道建築物の高さや色彩、屋外広告物の適正な規制・誘導等による良好な沿道景

観の創出 

・本町に適した街路樹や、カラー舗装等による道路景観の創出 

・無電柱化の促進等による、整然とした道路空間の創出 

・フクギ並木等の景観資源を活かした魅力的な道路空間の創出 

・デザイン等に配慮したガードレールや赤瓦を使用したバス停などのストリート

ファニチャーによる良好な沿道景観の創出 

 

 

【国道 507 号】 【国道 330 号のフクギ並木】 
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景観形成ゾーニング図 
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●主要幹線道路景観軸について 

 

【主要幹線道路景観軸】 

 主要幹線道路景観軸は、国道 507 号（旧道含む）及び国道 331 号、県道 77 号線の沿道 25m の範囲（道路端

から 25m の範囲）にあたります。国道 507 号等については、今後、道路拡幅整備が予定されていますが、主要

幹線道路景観軸は、拡幅整備後の道路端より 25m の範囲で考えます。 

 

【沿道サービス地区】 

 市街化区域の国道 507 号沿道にあたり、広域的な利用を視

野に入れた商業・業務系機能の誘導を図る地区として、「八重

瀬町都市計画マスタープラン（平成 23 年 3 月）」の中で位置付

けされています。 

 本計画では、主要幹線道路景観軸の中の沿道サービス地区と

して位置付けており、地区北側は、伊覇地区地区計画区域及び

屋宜原地区地区計画区域の沿道商業地区に含まれています。地

区計画区域から外れた市街化区域部分においては、第一種住居

地域及び準住居地域、近隣商業地域にあたりますが、本計画で

は、上記地区計画の沿道商業地区と同等の基準で考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

【地域サービス地区】 

 南風原町境界から大倉ハイツまでの国道 507 号沿道や県道 48 号線の一部、八重瀬町役場本庁舎周辺の国道

507 号及び国道 331 号沿道にあたり、地域サービスの充実を図る地区として、「八重瀬町都市計画マスタープラ

ン（平成 23 年 3 月）」の中で位置付けされています。 

 本計画では、主要幹線道路景観軸の中の地域サービス地区として位置付けており、国道 507 号及び国道 331

号、県道 48 号線の沿道 25m の範囲（道路端から 25m の範囲）にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●主要幹線道路景観軸について 

 

【主要幹線道路景観軸】 

 主要幹線道路景観軸は、国道 507 号（旧道含む）及び国道 331 号、県道 77 号線の沿道 25m の範囲（道路端

から 25m の範囲）にあたります。国道 507 号等については、今後、道路拡幅整備が予定されていますが、主要

幹線道路景観軸は、拡幅整備後の道路端より 25m の範囲で考えます。 

 

【沿道サービス地区】 

 市街化区域の国道 507 号沿道にあたり、広域的な利用を視

野に入れた商業・業務系機能の誘導を図る地区として、「八重

瀬町都市計画マスタープラン（令和 4 年 3 月）」の中で位置付

けされています。 

 本計画では、主要幹線道路景観軸の中の沿道サービス地区

として位置付けており、地区北側は、伊覇地区地区計画区域及

び屋宜原地区地区計画区域の沿道商業地区に含まれていま

す。地区計画区域から外れた市街化区域部分においては、第一

種住居地域及び準住居地域、近隣商業地域にあたりますが、本

計画では、上記地区計画の沿道商業地区と同等の基準で考え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【地域サービス地区】 

 南風原町境界から大倉ハイツまでの国道 507 号沿道や県道 48 号線の一部、南の駅やえせ周辺の国道 507 号

及び国道 331 号沿道にあたり、地域サービスの充実を図る地区として、「八重瀬町都市計画マスタープラン（令

和 4 年 3 月）」の中で位置付けされています。 

 本計画では、主要幹線道路景観軸の中の地域サービス地区として位置付けており、国道 507 号及び国道 331

号、県道 48 号線の沿道 25m の範囲（道路端から 25m の範囲）にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

沿道サービス地区 

屋宜原地区地区計画 
沿道商業地区 

伊覇地区地区計画 
沿道商業地区 

図面挿入予定 
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第Ⅲ章 良好な景観の形成のための 

行為の制限に関する事項 

 

 

（１）景観計画に基づく手続きの概要 

景観計画及び景観条例が制定されると、一定の建築・開発行為等を行う場合、届出や審査等の手続

きが必要となります。 

なお、国の機関又は地方公共団体が行う行為についても、景観形成基準に適合しているか協議を行

うものとします。 

 

■景観法及び景観条例に基づく手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ章 良好な景観の形成のための 

行為の制限に関する事項 

 

 

（１）景観計画に基づく手続きの概要 

景観計画及び景観条例が制定されると、一定の建築・開発行為等を行う場合、届出や審査等の手続

きが必要となります。 

なお、国の機関又は地方公共団体が行う行為についても、景観形成基準に適合しているか協議を行

うものとします。 

 

■景観法及び景観条例に基づく手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事前協議 

行為の届出 

（変更がある場合は変更届出） 

審査 

助言・指導 

行為の着手 

不適合の場合 

 

適合の場合 

 

適合確認 

勧告 

変更命令※1 

計画の修正 

 

建築確認申請等各種必要手続き 

 

景
観
委
員
会 

※2 

※1 変更命令は特定届出対象行為のうち、建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠（形態意
匠）について行うことができる。 
特定届出対象行為とは届出の対象となる行為のうち、以下の2 つである。 

（1）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 
（2）工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 
※2 景観委員会への意見聴取については、必要に応じて行う。 

１．景観計画に基づく届出等の手続きに関する検討 

届出から30 日間は行為に着

手することができません。 

（場合によって、90 日まで

延長することがありま

す。） 

ただし、適合通知を受けた場

合は、通知の日から着手する

ことができます。 

事前協議 

行為の届出 

（変更がある場合は変更届出） 

審査 

助言・指導 

行為の着手 

不適合の場合 

 

適合の場合 

 

適合確認 

勧告 

変更命令※1 

計画の修正 

 

建築確認申請等各種必要手続き 

 

景
観
委
員
会 

※2 

※1 変更命令は特定届出対象行為のうち、建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠（形態意
匠）について行うことができる。 
特定届出対象行為とは届出の対象となる行為のうち、以下の2 つである。 

（1）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 
（2）工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 
※2 景観委員会への意見聴取については、必要に応じて行う。 

１．景観計画に基づく届出等の手続きに関する検討 

届出から30 日間は行為に着

手することができません。 

（場合によって、90 日まで

延長することがありま

す。） 

ただし、適合通知を受けた場

合は、通知の日から着手する

ことができます。 
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（２）景観計画に関する届出について 

１）届出の対象となる行為（届出対象行為） 

景観計画では、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される行為を届出対象行為とす

ることができます。届出対象行為には必須事項と、町が選択できる事項があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な届出対象について必要に応じて適用除外を設けることも可能 

 

 

届出対象行為について、届出の対象となる規模を定めることができます。 

例えば、 

・高さ○ｍ以上の建築物、工作物 

・延床面積が○㎡以上の建築物 

・面積が○㎡以上の開発行為    など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）景観計画に関する届出について 

１）届出の対象となる行為（届出対象行為） 

景観計画では、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される行為を届出対象行為とす

ることができます。届出対象行為には必須事項と、町が選択できる事項があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な届出対象について必要に応じて適用除外を設けることも可能 

 

 

届出対象行為について、届出の対象となる規模を定めることができます。 

例えば、 

・高さ○ｍ以上の建築物、工作物 

・延床面積が○㎡以上の建築物 

・面積が○㎡以上の開発行為    など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必須届出対象行為】 

①建築物の建築等 

②工作物の建設等 

③開発行為 

【選択可能な届出対象行為】 

①土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他土地

の形質の変更 

②木竹の植栽又は伐採 

③さんごの採取 

④屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物

件の体積 

⑤水面の埋立て又は干拓 

⑥夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期

間建築物その他工作物又は物件（屋外にあるも

のに限る）の外観について行う照明 

⑦火入れ 

【必須届出対象行為】 

①建築物の建築等 

②工作物の建設等 

③開発行為 

【選択可能な届出対象行為】 

①土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他土地

の形質の変更 

②木竹の植栽又は伐採 

③さんごの採取 

④屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物

件の体積 

⑤水面の埋立て又は干拓 

⑥夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期

間建築物その他工作物又は物件（屋外にあるも

のに限る）の外観について行う照明 

⑦火入れ 



（旧）                                                     （新） 

10 

２）それぞれの届出対象行為ごとに行為の制限（景観形成基準） 

町は、届出があった場合、その行為が景観形成基準に適合しているかどうか審査することとなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

区域を区分して定めることも、行為の規模や類型ごとに 

異なる基準とすることも可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）それぞれの届出対象行為ごとに行為の制限（景観形成基準） 

町は、届出があった場合、その行為が景観形成基準に適合しているかどうか審査することとなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

区域を区分して定めることも、行為の規模や類型ごとに 

異なる基準とすることも可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次に掲げる制限のうち必要なものを選択】 

①建築物の建築又は工作物の形態又は色彩その他意匠の制限 

②建築又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 

③壁面位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 

④その他法 16条第１項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限 

例えば・・・ 

A地区 

・高さ 12ｍ以下とする 

・緑化率 5％以上とする 

・敷地面積は 150㎡以上とする 

B地区 

・高さ 15ｍ以下とする 

・緑化率の基準なし 

・敷地面積の基準なし 

【次に掲げる制限のうち必要なものを選択】 

①建築物の建築又は工作物の形態又は色彩その他意匠の制限 

②建築又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 

③壁面位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 

④その他法 16条第１項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限 

例えば・・・ 

A地区 

・高さ 12ｍ以下とする 

・緑化率 5％以上とする 

・敷地面積は 150㎡以上とする 

B地区 

・高さ 15ｍ以下とする 

・緑化率の基準なし 

・敷地面積の基準なし 
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（１）届出の対象となる行為（届出対象行為） ＜景観法第１６条＞ 

景観法及び景観条例に基づき、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される以下の行為を

届出の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出の対象とする規模 

届出対象行為について、届出の対象となる規模は以下のとおりです。 

 

対象となる行為 地域 対象とする規模 

１）建築物の新

築、増築、

改築、移

転、外観の

変更をする

こととなる

修繕・模様

替又は色彩

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
然
景
観
地
域 

①全ての建築行為。 

集
落
・
農
地 

景
観
地
域 

①.建築物の高さが10メートルを超えるも

の。 

②.建築物の延べ床面積が500平方メートル

を超えるもの。 

 

 

 

③.①又は②に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が外壁各面合計

面積の過半となるもの。 

市
街
地 

景
観
地
域 

主
要
幹
線
道
路 

景
観
軸 

 

 

 

 

 

（１）届出の対象となる行為（届出対象行為） ＜景観法第１６条＞ 

景観法及び景観条例に基づき、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される以下の行為を

届出の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出の対象とする規模 

届出対象行為について、届出の対象となる規模は以下のとおりです。 

 

対象となる行為 地域 対象とする規模 

１）建築物の新

築、増築、

改築、移

転、外観の

変更をする

こととなる

修繕・模様

替又は色彩

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
然
景
観
地
域 

①全ての建築行為。 

集
落
・
農
地 

景
観
地
域 

①.建築物の高さが10メートルを超えるも

の。 

②.建築物の延べ床面積が500平方メートル

を超えるもの。 

 

 

 

③.①又は②に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が外壁各面合計

面積の過半となるもの。 

④.地区計画区域内及び集落

地区整備計画区域内にお

ける全ての建築行為。 

市
街
地 

景
観
地
域 

主
要
幹
線
道
路 

景
観
軸 

 

 

 

１）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

２）工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

３）都市計画法第4 条第12 項に規定する開発行為 

４）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

５）屋外における土石、再生資源その他物件の堆積 

２．届出対象行為 

 

１）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

２）工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

３）都市計画法第4 条第12 項に規定する開発行為 

４）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

５）屋外における土石、再生資源その他物件の堆積 

２．届出対象行為 
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２）工作物の新

設、増築、

改築、移

転、外観の

変更をする

こととなる

修繕・模様

替又は色彩

の変更 

 

 

 

①.擁壁、垣（生け垣を除く）、さく、塀その他これ

らに類するもので、高さが3 メートルを超える

もの。 

②.彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリー

ト造の柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾

塔、記念塔、広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧

車、飛行塔、コースター、ウォーターシュー

ト、メリーゴーランド、コンクリートプラン

ト、アスファルトプラント、クラッシャープラ

ント、自動車車庫の用に供する立体的な施設、

石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯

蔵又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理

施設、ごみ処理施設、電気供給又は有線電気通

信のための電線路、空中線（その支持物を含

む）その他これらに類するもののうち、高さ

（工作物が建築物と一体となって設置される場

合にあっては、全体の高さ）が、10 メートルを

超えるもの、又は築造面積が500 平方メートル

を超えるもの。 

 

 

３）都市計画法

第４条第12項

に規定する開

発行為 

土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの。 

 

 

 

４）土地の開

墾、土石の採

取、鉱物の掘

採その他の土

地の形質の変

更 

当該行為にかかる土地の面積が1,000平方メートル

を超えるもの。 

 

５）屋外におけ

る土石、再生

資源その他物

件の堆積 

その集積又は貯蔵の高さが4 メートルを超えるも

の、又はその用に供される土地の面積が500 平方メ

ートルを超えるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）工作物の新

設、増築、

改築、移

転、外観の

変更をする

こととなる

修繕・模様

替又は色彩

の変更 

 

 

 

①.擁壁、垣（生け垣を除く）、さく、塀その他これ

らに類するもので、高さが3 メートルを超える

もの。 

②.彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリー

ト造の柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾

塔、記念塔、広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧

車、飛行塔、コースター、ウォーターシュー

ト、メリーゴーランド、コンクリートプラン

ト、アスファルトプラント、クラッシャープラ

ント、自動車車庫の用に供する立体的な施設、

石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯

蔵又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理

施設、ごみ処理施設、電気供給又は有線電気通

信のための電線路、空中線（その支持物を含

む）その他これらに類するもののうち、高さ

（工作物が建築物と一体となって設置される場

合にあっては、全体の高さ）が、10 メートルを

超えるもの、又は築造面積が500 平方メートル

を超えるもの。 

 

 

３）宅地開発に

伴う行為で、

土地の面積が

500㎡以上の

もの 

➀主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用

に供する目的で行なう土地の区画形質の変更するも

の。（都市計画法に基づく「開発行為」の判断基準と

する。） 

➁主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用

に供する目的で行なう分合筆に伴い、4 区画以上を

形成するもの。 

（※➁の表現については変更となる可能性あり） 

 

 

４）土地の開

墾、土石の採

取、鉱物の掘

採その他の土

地の形質の変

更 

当該行為にかかる土地の面積が1,000平方メートル

を超えるもの。 

 

 

５）屋外におけ

る土石、再生

資源その他物

件の堆積 

その集積又は貯蔵の高さが4 メートルを超えるも

の、又はその用に供される土地の面積が500 平方メ

ートルを超えるもの。 

 

 

 

高 
さ 
4m 
を
超
え
る 面積 500 ㎡ 

越える 

高
さ
10
m
を
超
え
る 

高
さ
10
m
を
超
え
る 

高
さ
3m
を
超
え
る 

築造面
積 500
㎡越え 

○○○
㎡超 

面 積 が
1,000 ㎡
超える 

高 
さ 
4m 
を
超
え
る 面積 500 ㎡ 

越える 

高
さ
10
m
を
超
え
る 

高
さ
10
m
を
超
え
る 

高
さ
3m
を
超
え
る 

築造面
積 500
㎡越え 

○○○
㎡超 

面 積 が
500 ㎡超
える 

面 積 が
1,000 ㎡
超える 
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届出対象行為に該当する行為を行う際に遵守すべき基準（景観形成基準）を以下の項目ごとに定めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

１）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変

更 

 

①自然景観地域 

項目 景観形成基準 

高さ 

ⅰ）建築物の高さは、原則として高さ 8メートル以下とすること。 

但し、周辺の風景と調和するよう工夫された場合はこの限りではない。 

 

 

 

ⅱ）道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。 

 

 

 

 

ⅲ）良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 

 

ⅳ）周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。 

 

ⅴ）周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配

慮すること。 

 

ⅵ）海岸付近においては、道路や公園などからの見方を意識し、海岸線や岬のラインを遮らない

こと。 

 

ⅶ）海崖のスケールに配慮した高さであること。 

ⅷ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

 

 

 

 

 

  

届出対象行為に該当する行為を行う際に遵守すべき基準（景観形成基準）を以下の項目ごとに定めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

１）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変

更 

 

①自然景観地域 

項目 景観形成基準 

高さ 

ⅰ）建築物の高さは、原則として高さ 8メートル以下とすること。 

但し、周辺の風景と調和するよう工夫された場合はこの限りではない。 

 

 

 

ⅱ）道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。 

 

 

 

 

ⅲ）良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 

 

ⅳ）周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。 

 

ⅴ）周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配

慮すること。 

 

ⅵ）海岸付近においては、道路や公園などからの見方を意識し、海岸線や岬のラインを遮らない

こと。 

 

ⅶ）海崖のスケールに配慮した高さであること。 

ⅷ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

ⅸ）但し、八重瀬町都市計画マスタープランなど町が定める計画と整合し、公共公益性がある建

築物又は産業振興等に寄与すると見込まれる建築物と認められる場合は、この限りではない。 

また、当該規定を適用する際は、八重瀬町景観委員会の意見を聞くこととする。 

 

高さ 

8m 

１）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

２）工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

３）都市計画法第4 条第12 項に規定する開発行為 

４）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

５）屋外における土石、再生資源その他物件の堆積 

３．景観形成基準 

 

高さ 

8m 

１）建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

２）工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更 

３）都市計画法第4 条第12 項に規定する開発行為 

４）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

５）屋外における土石、再生資源その他物件の堆積 

３．景観形成基準 
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配置 

ⅰ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

ⅱ）海岸付近に建築する場合は、海への眺望に配慮した配置・規模とすること。 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

形態 

意匠 

ⅰ）背景の山並みと調和するよう勾配屋根とする等、配慮すること。 

 

ⅱ）本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。 

 

ⅲ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

□外壁面の色彩 

ⅱ）原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）と

すること。 

ⅲ）背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること 

 

 

 

 

 

配置 

ⅰ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

ⅱ）海岸付近に建築する場合は、海への眺望に配慮した配置・規模とすること。 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

形態 

意匠 

ⅰ）背景の山並みと調和するよう勾配屋根とする等、配慮すること。 

 

ⅱ）本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。 

 

ⅲ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

ⅱ）赤瓦を連想させる色彩（R（赤）系、YR(黄赤)系、マンセル値：明度 4以上 7以下、彩度 4以

上 8以下）が望ましい。ただし、陸屋根の場合は基調色が望ましい。 

□外壁面の色彩 

ⅲ）基調色：木材で多くみられる R（赤）系、YR(黄赤)系、Y（黄）系、GY（黄緑）系、G（緑）系

（マンセル値：明度 3以上 7以下、彩度 1以上 4以下）とすること。ただし、自然素材を活

用する場合等はこの限りではない。 

ⅳ）背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：沖縄県景観形成ガイドライン 

■基調色の範囲イメージ  

①なじみやすい色彩で、基調色

のメイン となる色の範囲  

②やや彩度が高いが、基調色に

含めて も違和感が少ない色

の範囲  

③淡い色なので基調色としても

良いが、 ①以外の色彩は違和

感を感じる場合が あり、彩度

を下げるなど注意が必要  
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色彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ）但し、八重瀬町都市計画マスタープランなど町が定める計画と整合し、公共公益性がある建

築物又は産業振興等に寄与すると見込まれる建築物と認められ、景観保全等への配慮が実施さ

れると見込まれる場合は、この限りではない。また、当該規定を適用する際は、八重瀬町景観

委員会の意見を聞くこととする。 

素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること 
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敷地の

緑化 

ⅰ）敷地内の緑化に努め、その緑が周辺からも眺められるよう工夫すること。 

ⅱ）屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の

樹木を植栽するよう努めること。 

ⅲ）景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。 

ⅳ）建築物は、できるかぎり樹木等で目立たなくするなど、周辺の山並みと調和するよう努める

こと。 

ⅴ）大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の

緑化 

ⅰ）敷地面積の５％以上の緑化（緑被率）を図ること。 

ⅱ）可能な限り沿道から緑が見えるように、道路に面する部分に緑化を努めること。 

ⅲ）屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の

樹木を植栽するよう努めること。 

ⅳ）景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。 

ⅴ）建築物は、できるかぎり樹木等で目立たなくするなど、周辺の山並みと調和するよう努める

こと。 

ⅵ）大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 
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②集落・農地景観地域 

項目 景観形成基準 

高さ 

ⅰ）建築物の高さは、原則として高さ 12メートル以下とすること。 

  但し、集落地区計画区域においては、集落地区計画の規定による高さとすること。 

 

 

 

ⅱ）道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。 

 

 

 

 

ⅲ）良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 

 

ⅳ）周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。 

 

ⅴ）周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ（スカイラインの連続性）を考慮した高さとす

ること。 

 

 

 

 

ⅵ）周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配

慮すること。 

 

ⅶ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

配置 

ⅰ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

ⅱ）建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創

出に配慮すること。但し、集落地区計画区域については、集落地区計画の規定に準ずること。 

 

 

 

 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

 

 

 

 

②集落・農地景観地域 

項目 景観形成基準 

高さ 

ⅰ）建築物の高さは、原則として高さ 12メートル以下とすること。 

  但し、集落地区計画区域においては、集落地区計画の規定による高さとすること。 

 

 

 

ⅱ）道路などからの見方を意識し、背景となる山の稜線を超えないよう配慮すること。 

 

 

 

 

ⅲ）良好な屋敷林等が周辺にある場合は、その高さを超えないよう配慮すること。 

 

ⅳ）周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。 

 

ⅴ）周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ（スカイラインの連続性）を考慮した高さとす

ること。 

 

 

 

 

ⅵ）周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配

慮すること。 

 

ⅶ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

ⅷ）但し、八重瀬町都市計画マスタープランなど町が定める計画と整合し、公共公益性がある建

築物又は産業振興等に寄与すると見込まれる建築物と認められる場合は、この限りではな

い。また、当該規定を適用する際は、八重瀬町景観委員会の意見を聞くこととする。 

配置 

ⅰ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

ⅱ）建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創

出に配慮すること。但し、集落地区計画区域については、集落地区計画の規定に準ずること。 

 

 

 

 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

 

高さ 

12m 

後退 

高さ 

12m 

後退 
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形態 

意匠 

ⅰ）伝統的な集落地域においては、周辺と調和する勾配屋根とする等配慮すること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

 

 

ⅲ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

 

ⅳ）本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。 

ⅴ）周辺の農地と調和するよう、勾配屋根とするなど配慮すること。 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

 

□外壁面の色彩 

ⅱ）原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）と

すること。 

ⅲ）背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形態 

意匠 

ⅰ）伝統的な集落地域においては、周辺と調和する勾配屋根とする等配慮すること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

 

 

ⅲ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

 

ⅳ）本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。 

ⅴ）周辺の農地と調和するよう、勾配屋根とするなど配慮すること。 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

ⅱ）赤瓦を連想させる色彩（R（赤）系、YR(黄赤)系、マンセル値：明度 4以上 7以下、彩度 4以

上 8以下）が望ましい。ただし、陸屋根の場合は基調色が望ましい。 

□外壁面の色彩 

ⅲ）基調色：外壁面の大部分を占める箇所については、原色系の派手な色は使用せず、落ち着い

た色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）とすること。ただし、自然素材を活用する

場合等はこの限りではない。 

ⅳ）補助色：基調色を補完する色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 3以下）とすること。ただ

し、補助色の使用可能面積は、建築物の外壁（見付面積）の 25％以内とする。 

ⅴ）強調色：建築物のイメージを伝える色彩（マンセル値：基調色及び補助色の範囲以外）とす

ること。ただし、強調色の使用可能面積は、建築物の外壁（見付面積）の割合を住居系用途

5％以内、非住居系用途 5％以内とする。 

ⅵ）背景となる山の緑や海の青、農地の色彩との調和に配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基調色の範囲イメージ  

①なじみやすい色彩で、基調色

のメイン となる色の範囲  

②やや彩度が高いが、基調色に

含めて も違和感が少ない色

の範囲  

③淡い色なので基調色としても

良いが、 ①以外の色彩は違和

感を感じる場合が あり、彩度

を下げるなど注意が必要  

参考：沖縄県景観形成ガイドライン 
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色彩 
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素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

敷地の

緑化 

ⅰ）敷地内の緑化に努め、その緑が周辺からも眺められるよう工夫すること。 

ⅱ）屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の

樹木を植栽するよう努めること。 

ⅲ）景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。 

ⅳ）大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

敷地の

緑化 

ⅰ）敷地面積の５％以上の緑化（緑被率）を図ること。 

ⅱ）可能な限り沿道から緑が見えるように、道路に面する部分に緑化を努めること。 

ⅲ）屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の

樹木を植栽するよう努めること。 

ⅳ）景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。 

ⅴ）大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 
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③市街地景観地域 

項目 景観形成基準 

高さ 

□地区計画区域 

ⅰ）伊覇・屋宜原土地区画整理区域における地区計画区域は、地区計画の規定による高さとする

こと。 

□市街化区域（地区計画区域及び主要幹線道路景観軸を除く） 

ⅱ）地区計画区域及び主要幹線道路景観軸を除いた市街化区域においては、建築基準法による高

さとすること。 

□市街化調整区域 

ⅲ）市街化調整区域においては、原則として高さ 12メートル以下とすること。 

  但し、法的（沖縄県開発審査会提案事項等）に特に適切と認めた場合は、その限りではない。

また、地区計画区域においては、地区計画の規定による高さとすること。 

  

 

 

 

ⅳ）周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ（スカイラインの連続性）を考慮した高さとす

ること。 

 

 

 

 

ⅴ）周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配

慮すること。 

 

ⅵ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

配置 

ⅰ）建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創

出に配慮すること。但し、地区計画区域については、地区計画の規定に準ずること。 

 

 

 

ⅱ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

 

 

 

 

③市街地景観地域 

項目 景観形成基準 

高さ 

□地区計画区域 

ⅰ）伊覇・屋宜原土地区画整理区域における地区計画区域は、地区計画の規定による高さとする

こと。 

□市街化区域（地区計画区域及び主要幹線道路景観軸を除く） 

ⅱ）地区計画区域及び主要幹線道路景観軸を除いた市街化区域においては、建築基準法による高

さとすること。 

□市街化調整区域 

ⅲ）市街化調整区域においては、原則として高さ 12メートル以下とすること。 

  但し、法的（沖縄県開発審査会提案事項等）に特に適切と認めた場合は、その限りではない。

また、地区計画区域においては、地区計画の規定による高さとすること。 

  

 

 

 

ⅳ）周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ（スカイラインの連続性）を考慮した高さとす

ること。 

 

 

 

 

ⅴ）周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないよう配

慮すること。 

 

ⅵ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

ⅶ）但し、八重瀬町都市計画マスタープランなど町が定める計画と整合し、公共公益性がある建

築物又は産業振興等に寄与すると見込まれる建築物と認められる場合は、この限りではない。 

また、当該規定を適用する際は、八重瀬町景観委員会の意見を聞くこととする。 

配置 

ⅰ）建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創

出に配慮すること。但し、地区計画区域については、地区計画の規定に準ずること。 

 

 

 

 

ⅱ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

高さ 

12m 

後退 

高さ 

12m 

後退 
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形態 

意匠 

ⅰ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

 

□外壁面の色彩 

ⅱ）原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）と

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）外壁面の色彩について、派手な色（彩度 10以上）を用いる場合、その使用面積は、準住居地

域及び近隣商業地域の場合は見付面積の 10％以内、住宅系用途の場合は 5％以内とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

形態 

意匠 

ⅰ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

ⅱ）赤瓦を連想させる色彩（R（赤）系、YR(黄赤)系、マンセル値：明度 4以上 7以下、彩度 4以

上 8以下）が望ましい。ただし、陸屋根の場合は基調色が望ましい。 

□外壁面の色彩 

ⅲ）基調色：外壁面の大部分を占める箇所については、原色系の派手な色は使用せず、落ち着い

た色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）とすること。ただし、自然素材を活用する

場合等はこの限りではない。 

ⅳ）補助色：基調色を補完する色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 3以下）とすること。ただ

し、補助色の使用可能面積は、建築物の外壁（見付面積）の 25％以内とする。 

ⅴ）強調色：建築物のイメージを伝える色彩（マンセル値：基調色及び補助色の範囲以外）とす

ること。ただし、強調色の使用可能面積は、建築物の外壁（見付面積）の割合を住居系用途

5％以内、非住居系用途 10％以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：沖縄県景観形成ガイドライン 

■基調色の範囲イメージ  

①なじみやすい色彩で、基調色

のメイン となる色の範囲  

②やや彩度が高いが、基調色に

含めて も違和感が少ない色

の範囲  

③淡い色なので基調色としても

良いが、 ①以外の色彩は違和

感を感じる場合が あり、彩度

を下げるなど注意が必要  



（旧）                                                     （新） 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator
スタンプ



（旧）                                                     （新） 

24 

 

素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

敷地の

緑化 

ⅰ）敷地内の緑化に努め、その緑が周辺からも眺められるよう工夫すること。 

ⅱ）屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の

樹木を植栽するよう努めること。 

ⅲ）景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。 

ⅳ）大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

敷地の

緑化 

ⅰ）敷地面積の５％以上の緑化（緑被率）を図ること。 

ⅱ）可能な限り沿道から緑が見えるように、道路に面する部分に緑化を努めること。 

ⅲ）屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の

樹木を植栽するよう努めること。 

ⅳ）景観資源となる既存の緑地、樹木等を保全・活用すること。 

ⅴ）大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 
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④主要幹線道路景観軸 

項目 景観形成基準 

高さ 

□那覇広域都市計画区域内‐国道 507号（旧道含む）及び県道 77号線沿道 25mの範囲 

ⅰ）地区計画区域については、地区計画の規定による高さとする。 

ⅱ）地区計画区域外の市街化区域については、伊覇・屋宜原地区地区計画の沿道商業地区の基準

と同等の高さとする。 

ⅲ）市街化調整区域については、原則高さ 12メートル以下とする。但し、法的（沖縄県開発審査

会提案事項等）に特に適切と認めた場合はその限りではない。また、集落地区計画区域にお

いては、集落地区計画の規定による高さとすること。 

ⅳ）背後にある住宅など周辺環境に配慮した高さとする。 

□那覇広域都市計画区域外‐国道 507号及び国道 331号沿道 25mの範囲 

ⅴ）原則高さ 12メートル以下とする。 

（地域サービス地区においては原則 13メートル以下とする。但し、店舗・事務所等として利

用する場合に限る。） 

 

 

 

ⅵ）背後にある住宅など周辺環境に配慮した高さとする。 

ⅶ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

配置 

ⅰ）主要幹線道路沿いの建築物の壁面については、道路境界や敷地境界からは 1 メートル以上後

退すること。 

 

 

 

ⅱ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

形態 

意匠 

ⅰ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

ⅱ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

 

 

 

④主要幹線道路景観軸 

項目 景観形成基準 

高さ 

□那覇広域都市計画区域内‐国道 507号（旧道含む）及び県道 77号線沿道 25mの範囲 

ⅰ）地区計画区域については、地区計画の規定による高さとする。 

ⅱ）地区計画区域外の市街化区域については、伊覇・屋宜原地区地区計画の沿道商業地区の基準

と同等の高さとする。 

ⅲ）市街化調整区域については、原則高さ 12メートル以下とする。但し、法的（沖縄県開発審査

会提案事項等）に特に適切と認めた場合はその限りではない。また、集落地区計画区域にお

いては、集落地区計画の規定による高さとすること。 

ⅳ）背後にある住宅など周辺環境に配慮した高さとする。 

□那覇広域都市計画区域外‐国道 507号及び国道 331号沿道 25mの範囲 

ⅴ）原則高さ 12メートル以下とする。 

（地域サービス地区においては原則 13メートル以下とする。但し、店舗・事務所等として利

用する場合に限る。） 

 

 

 

ⅵ）背後にある住宅など周辺環境に配慮した高さとする。 

ⅶ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した高さとすること。 

ⅷ）但し、八重瀬町都市計画マスタープランなど町が定める計画と整合し、公共公益性がある建

築物又は産業振興等に寄与すると見込まれる建築物と認められる場合は、この限りではな

い。また、当該規定を適用する際は、八重瀬町景観委員会の意見を聞くこととする。 

配置 

ⅰ）主要幹線道路沿いの建築物の壁面については、道路境界や敷地境界からは 1 メートル以上後

退すること。 

 

 

 

ⅱ）周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とするこ

と。 

 

 

 

ⅲ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した配置とする。 

形態 

意匠 

ⅰ）現状を踏まえつつ、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。 

 

 

 

ⅱ）建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観

と調和した建築スケールとするよう努めること。 

 

1m 以上 
後退 

高さ 

12m 

1m 以上 
後退 

高さ 

12m 
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色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

 

□外壁面の色彩 

ⅱ）原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）と

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）外壁面の色彩について、派手な色（彩度 10以上）を用いる場合、その使用面積は、準住居地

域及び近隣商業地域の場合は見付面積の 10％以内、住宅系用途の場合は 5％以内とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色彩 

□屋根の色彩 

ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

ⅱ）赤瓦を連想させる色彩（R（赤）系、YR(黄赤)系、マンセル値：明度 4以上 7以下、彩度 4以

上 8以下）が望ましい。ただし、陸屋根の場合は基調色が望ましい。 

□外壁面の色彩 

ⅲ）基調色：外壁面の大部分を占める箇所については、原色系の派手な色は使用せず、落ち着い

た色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 2以下）とすること。ただし、自然素材を活用する

場合等はこの限りではない。 

ⅳ）補助色：基調色を補完する色彩（マンセル値：明度 8以上、彩度 3以下）とすること。ただ

し、補助色の使用可能面積は、建築物の外壁（見付面積）の 25％以内とする。 

ⅴ）強調色：建築物のイメージを伝える色彩（マンセル値：基調色及び補助色の範囲以外）とす

ること。ただし、強調色の使用可能面積は、建築物の外壁（見付面積）の割合を住居系用途

5％以内、非住居系用途 10％以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：沖縄県景観形成ガイドライン 

■基調色の範囲イメージ  

①なじみやすい色彩で、基調色

のメイン となる色の範囲  

②やや彩度が高いが、基調色に

含めて も違和感が少ない色

の範囲  

③淡い色なので基調色としても

良いが、 ①以外の色彩は違和

感を感じる場合が あり、彩度

を下げるなど注意が必要  
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色彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator
スタンプ
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素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

敷地の

緑化 

ⅰ）沿道において、生垣や植栽等、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。また沿道

に良好な樹木等がある場合は、保全すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材 

ⅰ）素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。 

ⅱ）本町及び本県の景観特性を特徴づける地場産材をできる限り活用すること。 

ⅲ）耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材をできる限り使用すること。 

敷地の

緑化 

ⅰ）敷地面積の５％以上の緑化（緑被率）を図ること。 

ⅱ）可能な限り沿道から緑が見えるように、道路に面する部分に緑化を努めること。また沿道に

良好な樹木等がある場合は、保全すること。 

垣・柵 

ⅰ）可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、1 メートル以下に高

さを抑え、敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。 

ⅱ）良好な景観を形成している既存の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。 

ⅲ）良好な眺望がある場合は、阻害しないよう樹木の適正な管理をすること。 

その他 

ⅰ）外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう

配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）敷地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、できる限り周辺の景観に調和させるこ

と。 
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景
観
形
成
基
準
（
一
覧
表
）

■
建

築
物

の
高

さ
は

、
原

則
と

し
て

高
さ

8
メ

ー
ト

ル

以
下

と
す

る
こ

と
。

■
建

築
物

の
高

さ
は

、
原

則
と

し
て

高
さ

1
2

メ
ー

ト

ル
以

下
と

す
る

こ
と

。

□
地

区
計

画
区

域
□

那
覇

広
域

都
市

計
画

区
域

内

＜
国

道
5

0
7

号
（

旧
道

含
む

）
及

び
県

道
7

7
号

線
＞

但
し

、
周

辺
の

風
景

と
調

和
す

る
よ

う
工

夫
さ

れ
た

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

但
し

、
集

落
地

区
計

画
区

域
に

お
い

て
は

、
集

落
地

区
計

画
の

規
定

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

伊
覇

・
屋

宜
原

土
地

区
画

整
理

区
域

に
お

け
る

地
区

計
画

区
域

は
、

地
区

計
画

の
規

定
に

よ
る

高
さ

と
す

る
こ

と
。

□
市

街
化

区
域

（
地

区
計

画
区

域
を

除
く

）

築
基

準
法

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

□
市

街
化

調
整

区
域

□
那

覇
広

域
都

市
計

画
区

域
外

＜
国

道
5

0
7

号
及

び
国

道
3

3
1

号
＞

■
原

則
高

さ
1

2
メ

ー
ト

ル
以

下
と

す
る

。

（
地

域
サ

ー
ビ

ス
地

区
に

お
い

て
は

原
則

1
3

メ
ー

ト
ル

以
下

と
す

る
。

但
し

、
店

舗
・

事
務

所
等

と
し

て
利

用
す

る
場

合
に

限
る

。
）

■
海

岸
付

近
に

お
い

て
は

、
道

路
や

公
園

な
ど

か
ら

の

見
方

を
意

識
し

、
海

岸
線

や
岬

の
ラ

イ
ン

を
遮

ら
な

い
こ

と
。

■
海

崖
の

ス
ケ

ー
ル

に
配

慮
し

た
高

さ
で

あ
る

こ
と

。

■
背

後
に

あ
る

住
宅

な
ど

周
辺

環
境

に
配

慮
し

た
高

さ

と
す

る
こ

と
。

■
現

状
を

踏
ま

え
つ

つ
、

隣
地

や
周

辺
と

の
連

続
性

に

配
慮

し
た

高
さ

と
す

る
こ

と
。

１
）
建
築
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
外
観
の
変
更
を
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
・
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更

届
出

対
象

行
為

に
該

当
す

る
行

為
を

行
う

際
に

遵
守

す
べ

き
基

準
（

景
観

形
成

基
準

）
を

以
下

の
と

お
り

定
め

ま
す

。

■
道

路
な

ど
か

ら
の

見
方

を
意

識
し

、
背

景
と

な
る

山
の

稜
線

を
超

え
な

い
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

■
良

好
な

屋
敷

林
等

が
周

辺
に

あ
る

場
合

は
、

そ
の

高
さ

を
超

え
な

い
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

■
周

辺
の

主
要

な
眺

望
点

か
ら

の
眺

め
（

景
色

）
に

著
し

く
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
高

さ
で

あ
る

こ
と

。

－

項
目

高
さ

景
　
観
　
形
　
成
　
基
　
準

⑥

主
要

幹
線

道
路

景
観

軸

②

集
落

・
農

地
景

観
地

域

①

自
然

景
観

地
域

⑤

市
街

地
景

観
地

域

■
地

区
計

画
区

域
に

つ
い

て
は

、
地

区
計

画
の

規
定

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

■
地

区
計

画
区

域
外

の
市

街
化

区
域

に
つ

い
て

は
、

伊
覇

・
屋

宜
原

地
区

地
区

計
画

の
沿

道
商

業
地

区
の

基
準

と
同

等
の

高
さ

と
す

る
。

■
市

街
化

調
整

区
域

に
つ

い
て

は
、

原
則

高
さ

1
2

メ
ー

ト
ル

以
下

と
す

る
。

但
し

、
法

的
（

沖
縄

県
開

発
審

査
会

提
案

事
項

等
）

に
特

に
適

切
と

認
め

た
場

合
は

そ
の

限
り

で
な

い
。

ま
た

、
集

落
地

区
計

画
区

域
に

お
い

て
は

、
集

落
地

区
計

画
の

規
定

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

■
周

辺
が

低
層

の
住

宅
地

で
あ

る
場

合
は

、
ま

ち
な

み
（

ス
カ

イ
ラ

イ
ン

の
連

続
性

）
を

考
慮

し
た

高
さ

と
す

る
。

■
周

辺
に

ラ
ン

ド
マ

ー
ク

と
な

る
よ

う
な

建
造

物
や

大
木

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
高

さ
を

超
え

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

■
現

状
を

踏
ま

え
つ

つ
、

隣
地

や
周

辺
と

の
連

続
性

に
配

慮
し

た
高

さ
と

す
る

こ
と

。

原
則

と
し

て
高

さ
1

2
メ

ー
ト

ル
以

下
と

す
る

こ

と
。

但
し

、
法

的
（

沖
縄

県
開

発
審

査
会

提
案

事
項

等
）

に
特

に
適

切
と

認
め

た
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
ま

た
、

地
区

計
画

区
域

に
お

い
て

は
、

地
区

計
画

の
規

定
に

よ
る

高
さ

と
す

る
こ

と
。

景
観
形
成
基
準
（
一
覧
表
）

■
建

築
物

の
高

さ
は

、
原

則
と

し
て

高
さ

8
メ

ー
ト

ル

以
下

と
す

る
こ

と
。

■
建

築
物

の
高

さ
は

、
原

則
と

し
て

高
さ

1
2

メ
ー

ト

ル
以

下
と

す
る

こ
と

。

□
地

区
計

画
区

域
□

那
覇

広
域

都
市

計
画

区
域

内

＜
国

道
5

0
7

号
（

旧
道

含
む

）
及

び
県

道
7

7
号

線
＞

但
し

、
周

辺
の

風
景

と
調

和
す

る
よ

う
工

夫
さ

れ
た

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

但
し

、
集

落
地

区
計

画
区

域
に

お
い

て
は

、
集

落
地

区
計

画
の

規
定

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

伊
覇

・
屋

宜
原

土
地

区
画

整
理

区
域

に
お

け
る

地
区

計
画

区
域

は
、

地
区

計
画

の
規

定
に

よ
る

高
さ

と
す

る
こ

と
。

□
市

街
化

区
域

（
地

区
計

画
区

域
を

除
く

）

築
基

準
法

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

□
市

街
化

調
整

区
域

□
那

覇
広

域
都

市
計

画
区

域
外

＜
国

道
5

0
7

号
及

び
国

道
3

3
1

号
＞

■
原

則
高

さ
1

2
メ

ー
ト

ル
以

下
と

す
る

。

（
地

域
サ

ー
ビ

ス
地

区
に

お
い

て
は

原
則

1
3

メ
ー

ト
ル

以
下

と
す

る
。

但
し

、
店

舗
・

事
務

所
等

と
し

て
利

用
す

る
場

合
に

限
る

。
）

■
海

岸
付

近
に

お
い

て
は

、
道

路
や

公
園

な
ど

か
ら

の

見
方

を
意

識
し

、
海

岸
線

や
岬

の
ラ

イ
ン

を
遮

ら
な

い
こ

と
。

■
背

後
に

あ
る

住
宅

な
ど

周
辺

環
境

に
配

慮
し

た
高

さ

と
す

る
こ

と
。

■
海

崖
の

ス
ケ

ー
ル

に
配

慮
し

た
高

さ
で

あ
る

こ
と

。

■ ■ ■ ■ ■ ■

■
地

区
計

画
区

域
に

つ
い

て
は

、
地

区
計

画
の

規
定

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

■
地

区
計

画
区

域
外

の
市

街
化

区
域

に
つ

い
て

は
、

伊
覇

・
屋

宜
原

地
区

地
区

計
画

の
沿

道
商

業
地

区
の

基
準

と
同

等
の

高
さ

と
す

る
。

■
市

街
化

調
整

区
域

に
つ

い
て

は
、

原
則

高
さ

1
2

メ
ー

ト
ル

以
下

と
す

る
。

但
し

、
法

的
（

沖
縄

県
開

発
審

査
会

提
案

事
項

等
）

に
特

に
適

切
と

認
め

た
場

合
は

そ
の

限
り

で
な

い
。

ま
た

、
集

落
地

区
計

画
区

域
に

お
い

て
は

、
集

落
地

区
計

画
の

規
定

に
よ

る
高

さ
と

す
る

こ
と

。

原
則

と
し

て
高

さ
1

2
メ

ー
ト

ル
以

下
と

す
る

こ

と
。

但
し

、
法

的
（

沖
縄

県
開

発
審

査
会

提
案

事
項

等
）

に
特

に
適

切
と

認
め

た
場

合
は

そ
の

限
り

で
は

な
い

。
ま

た
、

地
区

計
画

区
域

に
お

い
て

は
、

地
区

計
画

の
規

定
に

よ
る

高
さ

と
す

る
こ

と
。

■
周

辺
が

低
層

の
住

宅
地

で
あ

る
場

合
は

、
ま

ち
な

み
（

ス
カ

イ
ラ

イ
ン

の
連

続
性

）
を

考
慮

し
た

高
さ

と
す

る
。

高
さ

周
辺

に
ラ

ン
ド

マ
ー

ク
と

な
る

よ
う

な
建

造
物

や
大

木
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

高
さ

を
超

え
な

い
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

現
状

を
踏

ま
え

つ
つ

、
隣

地
や

周
辺

と
の

連
続

性
に

配
慮

し
た

高
さ

と
す

る
こ

と
。

但
し

、
八

重
瀬

町
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

な
ど

町
が

定
め

る
計

画
と

整
合

し
、

公
共

公
益

性
が

あ
る

建
築

物
又

は
産

業
振

興
等

に
寄

与
す

る
と

見
込

ま
れ

る
建

築
物

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
ま

た
、

当
該

規
定

を
適

用
す

る
際

は
、

八
重

瀬
町

景
観

委
員

会
の

意
見

を
聞

く
こ

と
と

す
る

。

良
好

な
屋

敷
林

等
が

周
辺

に
あ

る
場

合
は

、
そ

の
高

さ
を

超
え

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

道
路

な
ど

か
ら

の
見

方
を

意
識

し
、

背
景

と
な

る
山

の
稜

線
を

超
え

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

届
出

対
象

行
為

に
該

当
す

る
行

為
を

行
う

際
に

遵
守

す
べ

き
基

準
（

景
観

形
成

基
準

）
を

以
下

の
と

お
り

定
め

ま
す

。

１
）
建
築
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
外
観
の
変
更
を
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
・
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更

項
目

景
　
観
　
形
　
成
　
基
　
準

①

自
然

景
観

地
域

②

集
落

・
農

地
景

観
地

域

⑤

市
街

地
景

観
地

域

⑥

主
要

幹
線

道
路

景
観

軸

周
辺

の
主

要
な

眺
望

点
か

ら
の

眺
め

（
景

色
）

に
著

し
く

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

高
さ

で
あ

る
こ

と
。

－

現
状

を
踏

ま
え

つ
つ

、
隣

地
や

周
辺

と
の

連
続

性
に

配
慮

し
た

高
さ

と
す

る
こ

と
。

■



旧                                                    新 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ■ ■
海

岸
付

近
に

建
築

す
る

場
合

は
、

著
し

く
海

へ
の

眺

望
を

妨
げ

な
い

配
置

・
規

模
と

す
る

こ
と

。

■
■

主
要

幹
線

道
路

沿
い

の
建

築
物

の
壁

面
に

つ
い

て

は
、

道
路

境
界

や
敷

地
境

界
か

ら
は

1
メ

ー
ト

ル
以

上
後

退
す

る
こ

と
。

■
背

景
と

な
る

山
並

み
と

調
和

す
る

よ
う

勾
配

屋
根

と

す
る

等
、

配
慮

す
る

こ
と

。

■

■
周

辺
の

農
地

と
調

和
す

る
よ

う
勾

配
屋

根
と

す
る

等
、

配
慮

す
る

こ
と

。

■
伝

統
的

な
集

落
地

域
に

お
い

て
は

、
周

辺
と

調
和

す

る
よ

う
勾

配
屋

根
と

す
る

等
、

配
慮

す
る

こ
と

。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
建

築
物

は
、

で
き

る
か

ぎ
り

樹
木

等
で

目
立

た
な

く

す
る

な
ど

、
周

辺
の

山
並

み
と

調
和

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

■ ■ ■ ■ ■

外
壁

又
は

屋
上

に
設

け
る

設
備

は
、

パ
ラ

ペ
ッ

ト
や

ル
ー

バ
ー

等
で

覆
い

、
露

出
さ

せ
ず

目
立

た
な

い
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

や
む

を
得

ず
露

出
す

る
場

合
は

、
公

共
空

間
か

ら
見

え
に

く
い

位
置

に
設

置
す

る
よ

う
努

め
る

こ

と
。

敷
地

内
の

既
存

建
築

物
等

が
景

観
を

阻
害

し
て

い
る

場
合

は
、

で
き

る
限

り
周

辺
の

景
観

に
調

和
さ

せ
る

こ
と

。

そ
の 他 項
目

①

自
然

景
観

地
域

②

集
落

・
農

地
景

観
地

域

⑤

市
街

地
景

観
地

域

⑥

主
要

幹
線

道
路

景
観

軸

景
　
観
　
形
　
成
　
基
　
準

大
規

模
な

駐
車

場
を

設
け

る
場

合
は

、
可

能
な

限
り

緑
化

に
努

め
、

緑
陰

を
多

く
形

成
す

る
こ

と
。

－

沿
道

に
お

い
て

、
生

垣
や

植
栽

等
、

可
能

な
限

り
緑

化
に

努
め

、
緑

陰
を

多
く

形
成

す
る

こ
と

。
ま

た
沿

道
に

良
好

な
樹

木
等

が
あ

る
場

合
は

、
保

全
す

る
こ

と
。

■
敷
地 の 緑
化 垣 ・ 柵

可
能

な
限

り
生

垣
又

は
石

垣
と

し
、

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
人

工
物

を
用

い
る

場
合

は
、

1
 メ

ー
ト

ル
以

下
に

高
さ

を
抑

え
、

敷
地

内
の

緑
が

周
辺

に
潤

い
を

与
え

る
よ

う
工

夫
す

る
こ

と
。

良
好

な
景

観
を

形
成

し
て

い
る

既
存

の
屋

敷
林

及
び

石
垣

は
、

保
全

・
活

用
す

る
こ

と
。

良
好

な
眺

望
が

あ
る

場
合

は
、

阻
害

し
な

い
よ

う
樹

木
の

適
正

な
管

理
を

す
る

こ
と

。

素
材

耐
久

性
に

優
れ

、
時

間
と

と
も

に
景

観
に

溶
け

込
む

素
材

を
で

き
る

限
り

使
用

す
る

こ
と

。

本
町

及
び

本
県

の
景

観
特

性
を

特
徴

づ
け

る
地

場
産

材
を

で
き

る
限

り
活

用
す

る
こ

と
。

素
材

は
、

周
辺

の
景

観
と

の
調

和
に

配
慮

し
た

も
の

と
す

る
こ

と
。

敷
地

内
の

緑
化

に
努

め
、

そ
の

緑
が

周
辺

か
ら

も
眺

め
ら

れ
る

よ
う

工
夫

す
る

こ
と

。

屋
敷

林
等

の
良

好
で

伝
統

的
な

景
観

が
残

さ
れ

た
地

域
に

お
い

て
は

、
周

辺
と

の
調

和
を

図
る

よ
う

同
様

の
樹

木
を

植
栽

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

景
観

資
源

と
な

る
既

存
の

緑
地

、
樹

木
等

を
保

全
・

活
用

す
る

こ
と

。

色
彩

■
屋

根
の

色
彩

に
つ

い
て

は
、

極
端

な
高

彩
度

、
低

明
度

を
避

け
る

こ
と

。

■
外

壁
面

の
色

彩
に

つ
い

て
は

、
原

色
系

の
派

手
な

色
は

使
用

せ
ず

、
落

ち
着

い
た

色
彩

（
マ

ン
セ

ル
値

：
明

度
8

以
上

、
彩

度
2

以
下

）
と

す
る

こ
と

。

外
壁

面
の

色
彩

に
つ

い
て

、
派

手
な

色
（

彩
度

1
0

以
上

）
を

用
い

る
場

合
、

そ
の

使
用

面
積

は
、

準
住

居
地

域
及

び
近

隣
商

業
地

域
の

場
合

は
見

付
面

積
の

1
0

％
以

内
、

住
宅

系
用

途
の

場
合

は
5

％
以

内
と

す
る

。

背
景

と
な

る
山

の
緑

や
海

の
青

、
農

地
の

色
彩

と
の

調
和

に
配

慮
す

る
こ

と
。

■
■

建
築

物
の

壁
面

は
道

路
境

界
や

敷
地

境
界

か
ら

は
で

き
る

限
り

後
退

し
、

ゆ
と

り
と

潤
い

の
あ

る
空

間
の

創
出

に
配

慮
す

る
こ

と
。

但
し

、
地

区
計

画
区

域
（

ま
た

は
集

落
地

区
計

画
区

域
）

に
つ

い
て

は
、

地
区

計
画

（
ま

た
は

集
落

地
区

計
画

）
の

規
定

に
準

ず
る

こ
と

。

配
置

■
建

築
物

が
大

規
模

に
な

る
場

合
は

、
分

棟
、

分
節

、
雁

行
等

に
よ

り
ボ

リ
ュ

ー
ム

感
を

軽
減

し
、

周
辺

景
観

と
調

和
し

た
建

築
ス

ケ
ー

ル
と

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と

■
現

状
を

踏
ま

え
つ

つ
、

隣
地

や
周

辺
と

の
連

続
性

に
配

慮
し

た
形

態
及

び
意

匠
と

す
る

こ
と

。

本
町

の
特

徴
的

な
起

伏
の

あ
る

地
形

に
配

慮
す

る
よ

う
工

夫
す

る
こ

と
。

－
－

形
態

意
匠

周
辺

に
御

嶽
等

の
歴

史
・

文
化

的
景

観
要

素
が

あ
る

場
合

は
、

そ
れ

ら
に

十
分

に
配

慮
し

た
配

置
と

す
る

こ
と

。

現
状

を
踏

ま
え

つ
つ

、
隣

地
や

周
辺

と
の

連
続

性
に

配
慮

し
た

配
置

と
す

る
。

■ ■ ■
海

岸
付

近
に

建
築

す
る

場
合

は
、

著
し

く
海

へ
の

眺

望
を

妨
げ

な
い

配
置

・
規

模
と

す
る

こ
と

。

■
■

主
要

幹
線

道
路

沿
い

の
建

築
物

の
壁

面
に

つ
い

て

は
、

道
路

境
界

や
敷

地
境

界
か

ら
は

1
メ

ー
ト

ル
以

上
後

退
す

る
こ

と
。

■ ■
背

景
と

な
る

山
並

み
と

調
和

す
る

よ
う

勾
配

屋
根

と

す
る

等
、

配
慮

す
る

こ
と

。

■

■

■
周

辺
の

農
地

と
調

和
す

る
よ

う
勾

配
屋

根
と

す
る

等
、

配
慮

す
る

こ
と

。

■
伝

統
的

な
集

落
地

域
に

お
い

て
は

、
周

辺
と

調
和

す

る
よ

う
勾

配
屋

根
と

す
る

等
、

配
慮

す
る

こ
と

。

■ ■

■ ■ ■
強

調
色

：
壁

面
の

色
彩

に
つ

い
て

は
、

建
築

物
の

イ

メ
ー

ジ
を

伝
え

る
色

彩
（

マ
ン

セ
ル

値
：

基
調

色
及

び
補

助
色

の
範

囲
以

外
）

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

強
調

色
の

使
用

可
能

面
積

は
、

建
築

物
の

外
壁

（
見

付
面

積
）

の
割

合
を

住
居

系
用

途
5

％
以

内
、

非
住

居
系

用
途

5
％

以
内

と
す

る
。

■

■ ■
但

し
、

八
重

瀬
町

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
な

ど

町
が

定
め

る
計

画
と

整
合

し
、

公
共

公
益

性
が

あ
る

建
築

物
又

は
産

業
振

興
等

に
寄

与
す

る
と

見
込

ま
れ

る
建

築
物

と
認

め
ら

れ
、

景
観

保
全

等
へ

の
配

慮
が

実
施

さ
れ

る
と

見
込

ま
れ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

ま
た

、
当

該
規

定
を

適
用

す
る

際
は

、
八

重
瀬

町
景

観
委

員
会

の
意

見
を

聞
く

こ
と

と
す

る
。

－

■

屋
根

の
色

に
つ

い
て

は
、

赤
瓦

を
連

想
さ

せ
る

色
彩

（
R

（
赤

）
系

、
Y

R
(黄

赤
)系

、
マ

ン
セ

ル
値

：
明

度
4

以
上

7
以

下
、

彩
度

4
以

上
8

以
下

）
が

望
ま

し
い

。
た

だ
し

、
陸

屋
根

の
場

合
は

基
調

色
が

望
ま

し
い

。

基
調

色
：

壁
面

の
色

彩
に

つ
い

て
は

、
木

材
で

多
く

み
ら

れ
る

に
み

ら
れ

る
R

（
赤

）
系

、
Y

R
(黄

赤
)

系
、

Y
（

黄
）

系
、

G
Y

（
黄

緑
）

系
、

G
（

緑
）

系

（
マ

ン
セ

ル
値

：
明

度
3

以
上

7
以

下
、

彩
度

1
以

上

4
以

下
）

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

自
然

素
材

を
活

用
す

る
場

合
等

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

色
彩

－

項
目

景
　
観
　
形
　
成
　
基
　
準

①

自
然

景
観

地
域

②

集
落

・
農

地
景

観
地

域

⑤

市
街

地
景

観
地

域

⑥

主
要

幹
線

道
路

景
観

軸

背
景

と
な

る
山

の
緑

や
海

の
青

、
農

地
の

色
彩

と
の

調
和

に
配

慮
す

る
こ

と
。

基
調

色
：

外
壁

面
の

大
部

分
を

占
め

る
箇

所
に

つ
い

て
は

、
原

色
系

の
派

手
な

色
は

使
用

せ
ず

、
落

ち
着

い
た

色
彩

（
マ

ン
セ

ル
値

：
明

度
8

以
上

、
彩

度
2

以
下

）
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
自

然
素

材
を

活
用

す
る

場
合

等
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

補
助

色
：

壁
面

の
色

彩
に

つ
い

て
は

、
基

調
色

を
補

完
す

る
色

彩
（

マ
ン

セ
ル

値
：

明
度

8
以

上
、

彩
度

3
以

下
）

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

補
助

色
の

使
用

可
能

面
積

は
、

建
築

物
の

外
壁

（
見

付
面

積
）

の
2

5
％

以
内

と
す

る
。 強

調
色

：
建

築
物

の
イ

メ
ー

ジ
を

伝
え

る
色

彩
（

マ
ン

セ
ル

値
：

基
調

色
及

び
補

助
色

の
範

囲
以

外
）

と
す

る

こ
と

。
た

だ
し

、
強

調
色

の
使

用
可

能
面

積
は

、
建

築
物

の
外

壁
（

見
付

面
積

）
の

割
合

を
住

居
系

用
途

5
％

以
内

、
非

住
居

系
用

途
1

0
％

以
内

と
す

る
。

配
置

周
辺

に
御

嶽
等

の
歴

史
・

文
化

的
景

観
要

素
が

あ
る

場
合

は
、

そ
れ

ら
に

十
分

に
配

慮
し

た
配

置
と

す
る

こ
と

。

現
状

を
踏

ま
え

つ
つ

、
隣

地
や

周
辺

と
の

連
続

性
に

配
慮

し
た

配
置

と
す

る
。

建
築

物
の

壁
面

は
道

路
境

界
や

敷
地

境
界

か
ら

は
で

き
る

限
り

後
退

し
、

ゆ
と

り
と

潤
い

の
あ

る
空

間
の

創
出

に
配

慮
す

る
こ

と
。

但
し

、
地

区
計

画
区

域
（

ま
た

は
集

落
地

区
計

画
区

域
）

に
つ

い
て

は
、

地
区

計
画

（
ま

た
は

集
落

地
区

計
画

）
の

規
定

に
準

ず
る

こ
と

。

形
態

意
匠

本
町

の
特

徴
的

な
起

伏
の

あ
る

地
形

に
配

慮
す

る
よ

う
工

夫
す

る
こ

と
。

－

建
築

物
が

大
規

模
に

な
る

場
合

は
、

分
棟

、
分

節
、

雁
行

等
に

よ
り

ボ
リ

ュ
ー

ム
感

を
軽

減
し

、
周

辺
景

観
と

調
和

し
た

建
築

ス
ケ

ー
ル

と
す

る
よ

う
努

め
る

こ
と

現
状

を
踏

ま
え

つ
つ

、
隣

地
や

周
辺

と
の

連
続

性
に

配
慮

し
た

形
態

及
び

意
匠

と
す

る
こ

と
。

－

極
端

な
高

彩
度

、
低

明
度

を
避

け
る

こ
と

。
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
建

築
物

は
、

で
き

る
か

ぎ
り

樹
木

等
で

目
立

た
な

く

す
る

な
ど

、
周

辺
の

山
並

み
と

調
和

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

■ ■ ■ ■ ■

そ
の 他

外
壁

又
は

屋
上

に
設

け
る

設
備

は
、

パ
ラ

ペ
ッ

ト
や

ル
ー

バ
ー

等
で

覆
い

、
露

出
さ

せ
ず

目
立

た
な

い
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

や
む

を
得

ず
露

出
す

る
場

合
は

、
公

共
空

間
か

ら
見

え
に

く
い

位
置

に
設

置
す

る
よ

う
努

め
る

こ

と
。

敷
地

内
の

既
存

建
築

物
等

が
景

観
を

阻
害

し
て

い
る

場
合

は
、

で
き

る
限

り
周

辺
の

景
観

に
調

和
さ

せ
る

こ
と

。

大
規

模
な

駐
車

場
を

設
け

る
場

合
は

、
可

能
な

限
り

緑
化

に
努

め
、

緑
陰

を
多

く
形

成
す

る
こ

と
。

－

垣 ・ 柵

可
能

な
限

り
生

垣
又

は
石

垣
と

し
、

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
人

工
物

を
用

い
る

場
合

は
、

1
 メ

ー
ト

ル
以

下
に

高
さ

を
抑

え
、

敷
地

内
の

緑
が

周
辺

に
潤

い
を

与
え

る
よ

う
工

夫
す

る
こ

と
。

良
好

な
景

観
を

形
成

し
て

い
る

既
存

の
屋

敷
林

及
び

石
垣

は
、

保
全

・
活

用
す

る
こ

と
。

良
好

な
眺

望
が

あ
る

場
合

は
、

阻
害

し
な

い
よ

う
樹

木
の

適
正

な
管

理
を

す
る

こ
と

。

敷
地 の 緑
化

屋
敷

林
等

の
良

好
で

伝
統

的
な

景
観

が
残

さ
れ

た
地

域
に

お
い

て
は

、
周

辺
と

の
調

和
を

図
る

よ
う

同
様

の
樹

木
を

植
栽

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

景
観

資
源

と
な

る
既

存
の

緑
地

、
樹

木
等

を
保

全
・

活
用

す
る

こ
と

。

敷
地

面
積

の
５

％
以

上
の

緑
化

（
緑

被
率

）
を

図
る

こ
と

。

可
能

な
限

り
沿

道
か

ら
緑

が
見

え
る

よ
う

に
、

道
路

に
面

す
る

部
分

に
緑

化
を

努
め

る
こ

と
。

可
能

な
限

り
沿

道
か

ら
緑

が
見

え
る

よ
う

に
、

道
路

に
面

す
る

部
分

に
緑

化
を

努
め

る
こ

と
。

ま
た

沿
道

に
良

好
な

樹
木

等
が

あ
る

場
合

は
、

保
全

す
る

こ

と
。

■

項
目

景
　
観
　
形
　
成
　
基
　
準

①

自
然

景
観

地
域

②

集
落

・
農

地
景

観
地

域

⑤

市
街

地
景

観
地

域

⑥

主
要

幹
線

道
路

景
観

軸

素
材

素
材

は
、

周
辺

の
景

観
と

の
調

和
に

配
慮

し
た

も
の

と
す

る
こ

と
。

本
町

及
び

本
県

の
景

観
特

性
を

特
徴

づ
け

る
地

場
産

材
を

で
き

る
限

り
活

用
す

る
こ

と
。

耐
久

性
に

優
れ

、
時

間
と

と
も

に
景

観
に

溶
け

込
む

素
材

を
で

き
る

限
り

使
用

す
る

こ
と

。
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２）工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変

更 

 

項  目 景観形成基準 

①高さ ⅰ）背景となる山の稜線を超えないこと。 

ⅱ）周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。 

②配置 ⅰ）既存の地形や樹木等の景観的特徴を阻害しない配置とすること。 

ⅱ）周辺に御嶽等の歴史的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とすること。 

ⅲ）海岸付近に築造する場合は、著しく海への眺望を妨げない配置・規模とすること。 

ⅳ）現状を踏まえつつ、周辺に配慮した配置とすること。 

ⅴ）電波塔等については、景観に与える影響を抑えるよう、可能な限り集約すること。 

③形態意匠 ⅰ）現状を踏まえつつ、周辺に配慮した形態及び意匠とすること。 

ⅱ）建築物と一体的に築造する場合は、当該建築物と調和したデザインとなるよう配慮する

こと。 

④色彩 ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

ⅱ）背景となる山の緑や海の青や農地との調和に配慮すること。 

⑤素材 ⅰ）擁壁は、石積擁壁や自然の素材を用い、周辺の景観との調和を図ること。 

 

３）都市計画法第４条第12項に規定する開発行為 

ⅰ）大規模なのり面が生じないようにすること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）のり面は可能な限り緑化可能な勾配とすること。 

ⅲ）擁壁が生じる場合には、擁壁は直立せず、極力高さを抑えること。 

ⅳ）擁壁が生じる場合には、自然石や植栽等により周辺景観との調和に配慮すること。 

ⅴ）敷地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移植によって修景に活かすこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変
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項  目 景観形成基準 
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ⅱ）周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。 

②配置 ⅰ）既存の地形や樹木等の景観的特徴を阻害しない配置とすること。 

ⅱ）周辺に御嶽等の歴史的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とすること。 

ⅲ）海岸付近に築造する場合は、著しく海への眺望を妨げない配置・規模とすること。 

ⅳ）現状を踏まえつつ、周辺に配慮した配置とすること。 

ⅴ）電波塔等については、景観に与える影響を抑えるよう、可能な限り集約すること。 

③形態意匠 ⅰ）現状を踏まえつつ、周辺に配慮した形態及び意匠とすること。 

ⅱ）建築物と一体的に築造する場合は、当該建築物と調和したデザインとなるよう配慮する

こと。 

④色彩 ⅰ）極端な高彩度、低明度を避けること。 

ⅱ）背景となる山の緑や海の青や農地との調和に配慮すること。 

⑤素材 ⅰ）擁壁は、石積擁壁や自然の素材を用い、周辺の景観との調和を図ること。 

 

３）都市計画法第４条第12項に規定する開発行為 

ⅰ）大規模なのり面が生じないようにすること。 

 

 

 

 

 

ⅱ）のり面は可能な限り緑化可能な勾配とすること。 

ⅲ）擁壁が生じる場合には、擁壁は直立せず、極力高さを抑えること。 

ⅳ）擁壁が生じる場合には、自然石や植栽等により周辺景観との調和に配慮すること。 

ⅴ）敷地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移植によって修景に活かすこ

と。 
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４）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

ⅰ）土石の採取、鉱物の掘採の方法が露天掘りでなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の景観に支障

を及ぼすおそれが少ないこと。 

ⅱ）採取を終了し、又は休止するときにあっては、当該終了部分又は休止部分について、必要な埋め戻し

を行い、かつ、緑化を行うこと。 

 

 

 

 

 

ⅲ）敷地周辺の緑化等、周辺の道路からの遮へいに努めること。 

 

５）屋外における土石、再生資源その他物件の堆積 

ⅰ）堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における景観に十分配慮すること。 

ⅱ）堆積に係る敷地の外周に沿って、堆積物を遮へいするに十分な植栽帯を設け、外から見えないよう十

分配慮すること。 

 

 

 

 

ⅲ）但し、堆積の期間が 90日以内である場合はその限りではない。 
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